
 

１．貸付金額  月５０,０００円以内 

 

２．募集人数  概ね５名以内 

 将来、留萌市立病院の看護師として働く意思がある方で、看護師を養成する学校又は養成

所（以下「養成施設」という。）に令和８年４月に養成施設に入学する見込みの方 

・令和１１年３月及び令和１２年３月に卒業見込みの方    

３．募集期間  令和８年１月２１日から令和８年２月２７日まで（２月２７日必着） 

４．貸付期間  正規の修学期間 

５．貸付金の償還 

   卒業後、留萌市立病院に就職しなかった、又は途中で貸付けを取り消しされた場合には、

翌月までに一括返済していただきます。 

   なお、償還期限までに全部又は一部を支払わなかったときは、未償還額に年１４.６％の

率を乗じた延滞金の支払いが生じます。 

６．償還の免除 

   卒業後１年以内に看護師として当院に勤務した場合（採用試験の合格が前提）貸付金の償

還が猶予され、その在職期間が修学資金の貸付を受けた期間の１．５倍以上の期間（1 年未

満切上げ）となったときに返還を免除します。 

７．申込方法 

   次の書類を留萌市立病院 事務部総務課 総務係まで提出して下さい。 

① 留萌市立病院看護師修学資金貸付申請書 

② 養成施設の合格通知書 １通 

③ 戸籍謄本及び住民票（世帯全員分） 各１通 

④ 写真（申請日の前６カ月以内に撮影した正面、脱帽、上半身の縦４５ミリメートル、 

横３５ミリメートルのもの） １枚 

⑤ 連帯保証人の住民票謄本、納税証明書、印鑑証明書 各１通、２名分 

⑥ エントリーシート １枚 

８．選考 

   申込み後、修学資金貸付者を決定するため、随時面接を行います。（日程は後日調整） 

   なお、面接の際は、保護者１名の同伴をお願いします。 

９．貸付者決定 

   選考結果については、令和８年４月下旬頃に申込者に通知します。なお、貸付者が留萌市

看護師等修学資金（月 50,000 円以内）及び北海道看護職員養成修学資金（月 56,000 円

以内）の貸付けを希望する場合は、別途手続きが必要となります。 

10．貸付開始 

   修学資金の貸付については、令和８年４月分より開始いたします。 

 

留萌市立病院看護師修学資金貸付のご案内 

問い合わせ先 ／ 留萌市立病院事務部総務課総務係 

〒077-8511 留萌市東雲町２丁目１６番地１ 

電話 0164-49-1011 

E-mail soumu@rumoi-hp.jp 

※ 留萌市看護師等修学資金（月額 50,000 円以内）及び北海道看護

職員養成修学資金（月額 56,000 円以内）の貸付けを受けた場合、併

せて 最大月額 156,000円の貸付 を受けることができます。（別

途手続き必要） 


